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ベ
、
岡
家
の
鍛
回
帥
掌
揮
を
強
調
す
る
。
む
ろ
ん
佐
藤
氏
も
戦
国
時
代
官
府
直
営

、
か
な
か
っ

た
と
は
い
わ
ず
、
木
村
氏
も
民
開
業
者
が
な
か
っ
た
と
は
い
わ
な

い
Q

し
か
し
雨
者
の
見
解
の
相
違
は
や
は
り
重
要
で
、
そ
れ
が
秦
図
の
紋
況
に

つ
い
て
の
理
解
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
木
村
氏
は
「
少
く
と
も
秦
の

孝
公
の
こ
ろ
か
ら
は
、
完
全
に
図
家
管
理
の
も
と
に
お
か
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
」
と
い
う
の
に
た
い
し
、
佐
藤
氏
は
民
間
経
営
方
式
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
秦
で

積
極
的
に
と
り
入
れ
ら
れ
、
こ
れ
こ
そ
秦
の
富
強
化
の
一
因
と
な
っ
た
と
考
え

る
。
だ
か
ら
可
馬
溢
の
組
、
畠
が
な
っ
た
と
い
う
「
主
鍛
官
」
の
解
穆
に
も
相

違
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
見
解
の
相
違
は
銭
鎖
石
の
採
掘
、
制
法
銭
、

鍬
開
帥
版
買
が
い
っ
た
い
誰
の
手
に
に
ぎ
ら
れ
て
い
た
か
、

の
問
題
か
ら
出
渡
し

て
、
つ
い
に
は
農
民
経
営
の
自
立
性
の
理
解
に
ま
で
微
妙
に
つ
な
が
っ
て
い
く

か
ら
、
こ
れ
な
ど
は
や
は
り
一
言
論
及
し
て
ほ
し
か
っ
た
黙
で
あ
る
。

も
は
や
紙
数
が
つ
き
た
。
本
書
は
論
旨
こ
そ
明
快
で
あ
る
が
、
質
透
過
程
は

ぼ
う
大
で
あ
り
、
豊
富
な
資
料
を
駆
使
し
た
大
き
な
努
作
で
あ
る
。
こ
れ
に
た

い
し
て
筆
者
の
紹
介
は
い
か
に
も
舌
た
ら
ず
で
、
著
者
苦
心
の
第
四
章
の
こ
と

き
も
、
十
分
に
は
内
容
を
仰
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
い
ろ
い
ろ
と
未
熟
な
感

想
を
つ
け
加
え
た
が
、
誤
解
に
も
と
つ
く
勝
手
な
言
い
分
で
あ
っ
た
か
も
し
れ

な
い
。
あ
る
い
は
わ
た
し
自
身
よ
く
わ
か
ら
な
い
の
に
注
文
だ
け
つ
け
た
形
と

な
っ
て
、
生
産
的
な
批
判
と
は
い
え
な
い
点
も
あ
っ
た
。
償
値
た
か
い
本
書
に

た
い
し
、
こ
の
よ
う
な
歓
貼
多
い
謹
許
し
か
書
け
な
か
っ
た
こ
と
を
ふ
か
く
お

わ
び
し
た
い
。

(
河
地
重
造
)

通
制
際
格
の
研
究
諜
註

第

一
般中

国

刑

法

志

研

究

曾

昭
和
三
十
九
年
十
二
月
同
研
究
曾

A
5
剣

四

O
一
頁

J
遇
制
篠
格
。
|
|
元
朝
中
期
、
英
宗
の
至
治
三
年
三
二
一二
二
)
頒
行
さ

れ
た
制
詔

・
篠
格

・
断
例

・
別
類
の
囲
網
目
か
ら
成
る
法
典
。
大
元
通
制
。
の

係
格
の
部
分
ー
ー
ー

は
、
躍
に
法
制
史
家
の
禽
重
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
政
治

・

枇
曾

・
経
済
史
の
分
野
で
も
、
元
代
研
究
の
数
少
い
根
本
史
料
の
一
つ
で
あ

る
。
と
こ
ろ
で
、

こ
の
書
物
は
、

北
京
図
書
館
所
蔵
の
明
抄
本
を
民
園
十
九
年

(
一
九
三

O
)
に
影
印
し
た
残
閥
二
十
二
倉
本
が
流
布
す
る
の
み
で
、
他
に
比

較
校
訂
す
べ
き
版
本
が
な
く
、
ま
た
内
容
的
に
み
て
も
、
元
代
特
有
の
吏
般
鐙

・
蒙
文
直
諜
憾
の
文
章
が
殆
ん
ど
を
占
め
、
法
制
史
・
元
史
の
限
ら
れ
た
専
門

家
以
併
は
十
分
に
讃
ま
れ
て
来
た
と
は
言
い
難
い
も
の
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
た

び、

小
林
高
四
郎

・
岡
本
敬
二
関
氏
を
中
心
と
し
た
「
中
関
刑
法
志
研
究
曾
」

の
メ
ン
バ
ー
に
よ
っ
て
、
重
要
性
は
よ
く
知
ら
れ
な
が
ら
敬
遠
さ
れ
が
ち
で
あ

っ
た

J
迎
制
機
格
。
に
銀
註
が
施
さ
れ
、
初
撃
者
や
、
元
代
以
外
の
研
究
者
に

も
容
易
に
利
用
す
る
道
が
聞
か
れ
た
こ
と
は
、
何
よ
り
も
こ
の
事
業
の
大
き
な

貢
献
と
し
て
、
十
分
賞
揚
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

「
中
園
法
制
史
研
究

曾
」
は
先
に
も

J

冗
史
刑
法
志
。
謬
註
を
翠
界
に
お
く
ら
れ
た
が
、
そ
の
後
ま

る
三
年
の
辛
酸
の
結
果

J
週
制
傑
格
砂
謬
註
を
完
了
さ
れ
た
由
で
あ
り
、
小
林

・
岡
本
雨
氏
の
ほ
か
、
参
劃
さ
れ
た
、
小
林
新
三
・
長
瀬
守

・
大
厳
正
哉

・
野

口
一
銭
郎

・
海
老
津
哲
雄

・
古
森
利
貞
の
諸
氏
の
労
苦
に
深
甚
な
敬
意
を
表
す
る

次
第
で
あ
る
。

現
行
本
。
通
制
篠
格
8

は
、
省
こ
か
ら
谷
九
ハ
戸
令

・
事
令

・
選
家

・
軍
防

100ー



227 

-
儀
制
・
衣
服
〉
、
各
十
三
か
ら
轡
廿
二
(
様
令
・
倉
庫

・
厩
牧

・
回
令

・
賦

役

・
関
市
・
捕
亡
・
賞
令
・
酪
薬

・
俵
寧
〉
、
各
廿
七
か
ら
各
掛
川

(
雑
令

・
信

道

・
晶
画
繕
〉
の
計
二
十
二
容
を
存
す
る
が
、
謬
註
は
こ
れ
ら
を
四
分
冊
と
し
、

第
一
冊
は
各
九
ま
で
の
二
四
五
僚
を
収
録
す
る
。
謬
註
の
鰻
裁
は
次
の
通
り
，で

あ
る
。
①
各
篠
文
に
通
し
番
放
を
つ
け
、
そ
の
下
に
北
京
幽
書
館
本
の
各

・
薬

仙
聞
を
入
れ
る
。
②
原
文
に
句
黙
を
施
し
て
掲
載
。
①
口
語
を
主
健
と
し
、
文
語

も
適
宜
ま
じ
え
た
「
訓
讃
書
き
流
し
鰻
」
の
「
誇
」
を
附
し
、
①
必
要
事
項
の

註
稗
を
加
え
る
。

本
謬
注
に
劃
す
る
綜
合
的
批
判
は
、
全
冊
の
完
成
を
待
つ
て
な
さ
れ
る
べ
き

も
の
だ
が
、
第
一
m
怖
を
質
際
に
使
っ

て
み
て
感
じ
た
幾
つ
か
の
疑
問
を
、
時
四
る

三
分
冊
刊
行
に
先
立
っ
て
、
中
間
的
に
提
示
す
る
の
も
無
意
味
で
は
な
か
ろ

う
。
以
下
敷
項
に
分
け
て
問
題
鮎
を
書
き
連
ね
る
が
、
本
書
を
よ
り
良
く
す
る

た
め
に
、
他
山
の
石
と
し
て
一

一般を
い
た
だ
け
れ
ば
幸
甚
で
あ
る
。
な
お
誇
注

に
封
す
る
私
見
は
す
べ
て
〔
〕
で
包
ん
で
お
く
。

-
句
黙
の
問
題

句
鮎
は
す
べ
て
4

0

4

で
統
一
さ
れ
、
文
章
は
全
般
的
に

短
く
直
切
ら
れ
て
い
る
。

J
9
だ
け
の
句
鮎
で
は
、
大
休
止

・
小
休
止
の
相

異

、

唾

復
。

.

蚤

要
〆
な
ど
で
導
か
れ
る
セ
ン
テ
ン
ス
の
け
じ
め
が
明
確

で
な
い
う
ら
み
は
あ
る
が
、
句
貼
の
位
置
そ
の
も
の
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
間
違

い
と
断
定
で
き
る
例
は
少
く
、
そ
の
鮎
の
信
慾
性
は
比
較
的
高
い
と
い
え
よ

う
。
。
遇
制
篠
格
多
・
を
特
徴
づ
け
る
、
吏
文
僅
・

蒙
文
直
謬
穫
の
文
章
は
、
諸

先
撃
の
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
不
慣
れ
な
者
に
は
往
々
初
歩
的
誤
謬
を
生
ぜ
し

め
る
が
、
本
書
は
そ
う
し
た
弊
を
救
う
一
つ
の
手
だ
て
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
勿

論
、
中
に
は
、
一
四
四
係
、
四
事
催
者
。
滅
一
資
。
歴
三
事
有
成
者
。
矯
中
選
。

〔
滅
一
資
歴
。
三
事
有
成
者
。
〕
炉
、
二

O
三
僚
、
叉
以
放
銭
債
矯
名
。
令
軍

使
用
。
不
出
三
四
月
。
便
要
本
利
。
相
停
一
歳
之
問
。
獲
利
数
倍
。
〔
使
要
本

利
相
停
。
一
歳
之
問
。
獲
利
敏
倍
。
〕
の
よ
う
な
明
白
な
誤
讃
も
二
十
ケ
所
程

度
は
存
在
す
る
。
ま
た
意
味
の
上
か
ら
は
そ
う
大
き
く
違
わ
ぬ
と
言
わ
れ
る
か

も
し
れ
ぬ
が
、

一
八
四
係
、
考
満
匠
官
。
都
省
判
途
。
吏
部
比
封
勘
合
移
闘
。

工
部
定
擬
。
似
渉
文
繁
。
今
後
。
行
省
別
置
匠
官
勘
合
文
簿
。
設
付
。
工
部
牧

掌
。
就
行
列
迭
比
針
。
完
催
。
定
擬
築
関
。
移
開
。
吏
部
依
例
施
行
。
と
あ
る

の
は
、
考
満
匠
官。

都
省
剣
迭
吏
部
。
比
謝
勘
合
。
移
閥
工
部
定
擬
。
似
渉
文

繁
。
今
後
。
行
省
別
置
匠
官
勘
合
文
簿
。
設
付
工
部
牧
掌
。
就
行
刑
途
。

比
封

完
催
。
定
擬
策
関
(
閥
)
。
移
閥
吏
部
。
依
例
施
行
。
と
貼
を
打
た
ね
ば
な
る

ま
い
。
こ
の
ほ
か
、
句
黙
は
そ
の
通
り
で
も
、
一
句
の
中
を
ど
う
績
む
か
に
つ

い
て
は
、
議
論
の
徐
地
は
か
な
り
残
っ
て
い
よ
う
。

二
ハ
九
係
、
以
致
無
感
考

校
。

「
以
て
怨
が
な
い
の
に
考
校
す
る
こ
と
を
致
し
て
い
る
の
で
」
〔
以
て
考

校
に
怒
る
な
き
を
致
す
〕
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。

-

μ

一

H

書
き
下
し
文
の
問
題

か
つ
て
吉
川
孝
次
郎
氏
は
、
こ
の
種

「
訓制調
書
き

-
m

流
し
健
」
に
封
す
る
概
括
的
批
判
門
と
し
て
、
原
文
の
文
字
に
の
み
拘
泥
し
、
そ

一

れ
を
軍
に
生
硬
な
日
本
語
的
漢
語

に
置
換
す
る
だ
け
で
な
く
、
む
し
ろ
大
臓

に
、
文
章
全
穫
が
何
を
語
ろ
う
と
し
て
い
る
か
を
正
確
に
停
え
る
努
力
が
携
わ

れ
る
べ
き
こ
と
を
力
説
さ
れ
た
(
支
那
に
つ
い
て
、
そ
の
他
)
。
古
文
の
ス
タ

イ
ル
と
大
巾
に
異
る
吏
一般
趨
・
蒙
文
直
謬
健
で
は
、
こ
う
し
た
黙
に
よ
り
大

き
な
配
慮
が
必
要
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
の
仕
事
は

一
層
困
難
さ
を
帯
び
る
と
川
い

え
る
。
本
謬
文
は
、

漢
語
の
傍
ら
に

ル
ビ
で
訓
を
つ
け
、
多
く
の
部
分
で
相
嘗

思
い
き
っ
た
謬
語
も
採
用
さ
れ
て
、
意
味
を
通
そ
う
と
す
る
苦
心
の
並
々
な
ら

ぬ
こ
と
が
う
か
が
え
る
が
、
な
お
か
つ
日
本
語
か
ら
か
け
離
れ
た
謬
文
が
随
虞

に
残
存
す
る
。
ま
た
先
に
も
鰯
れ
た
が
、
句
黙
は
正
し
く
と
も
内
容
が
誤
ま
っ

て
調
帯
出
さ
れ
て
い
る
部
分
も
ま
ま
み
ら
れ
る
。
こ
こ
で
も
二

・
三
例
を
あ
げ
よ

う。

一
六
六
位
棟
、
若
便
行
移
勘
答
。
不
唯
往
復
。
逗
遡
文
繁
。
亦
使
求
仕
人
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た

に

す

み

や

か

員
。
停
滞
生
受
。
「
若
し
使
ち
に
行
移
勘
笛
し
、
唯
に
往
復
し
な
け
れ
ば
、
逗

溜
し
て
文
繁
に
な
り
、
亦
た
求
仕
の
人
員
を
し
て
停
滞
さ
せ
て
生
受
し
め
る
」

た
だ

〔
若
使
、
行
移
し
て
勘
笛
し
な
け
れ
ば
、
唯
に
往
復
逗
溜
し
て
文
繁
で
あ
る
ば

か
り
で
な
く
、
亦
た
仕
を
求
め
る
人
員
を
停
滞

・
生
受
さ
せ
る
〕
で
は
、

4

不

唯
:
:
:
亦
:
・
:
・
多
の
構
文
が
無
視
さ
れ、

4
綱
一
訪
問
多
や
多
抽阻記
φ

の
注
に
み
え

る
「
唯
は
態
撃
の
急
な
る
こ
と
」
の
「
念
な
る
こ
と
」
の
み
を
誤
っ
て
摘
出
し

た
僻
蓄
の
訓
「
す
み
や
か
」
が
無
篠
件
に
採
用
さ
れ
て
誤
謬
を
生
ん
で
い
る
。

一
三
六
縦
、
更
漢
児
文
字
数
的
州
哀
。
也
交
数
去
有
。
蒙
古
gT
激
的
州
一
装
。
也

不
曾
数
去
来
。

「
更
に
漢
児
の
文
字
を
教
え
る
州
で
も
、

也
た
数
え
に
去
か
せ

て
い
る
の
に
、
蒙
古
撃
を
教
え
る
州
で
は
、

也
た
曾
っ
て
数
え
に
去
か
せ
な
か

a

H

a
凡

ド

u

r
、b

，、

っ
た
。
」
と
い
う
文
章
は
〔
更
に
漢
見
文
字
を
教
え
る
的
は
、
州
で
も
ま
た
数
え

さ
せ
て
い
る
。
蒙
古
謬
を
数
え
る
的
は
、
州
で
は
、
ま
た
曾

っ
て
教
え
さ
せ
な

い
で

い
た
。
〕
と
識
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
お

2
5
z
g
g
zg
r
o
と
し

て、

第
二
僚
の
「
造
作
生
活
し
」
「
迭
納
し
て
生
活
し
て
い
る
」
〔
生
活
を
造

作
し
〕

〔
生
活
を
迭
納
し
て
い
る
〕
や
、
四
九

・
五
二
僚
の
「
関
に
服
し
て
」

L

，b
e
B
 

〔
眠
附
〕
な
ど
が
あ
る
。
特
に
服
闘
は
、
一
六
五
僚
で
正
し
い
脚
注
ま
で
入

っ

て
い
る
の
で
、
扱
賞
者
相
互
間
の
不
統
一
が
惜
し
ま
れ
る
。

次
に
、
叩
伸
文
の
中
で
緩
め
て
頻
繁
に
あ
ら
わ
れ
る
こ

・
三
の
語
句
に
つ
い
て

綱
れ
て
お
き
た
い
。
そ
の
一
つ
は
、
「
仰
い
で
」
と
評
出
さ
れ
て
い
る
「
仰
」

の
字
で
あ
る
。
こ
の
字
は
何
ら
か
の
篠
令
、
事
務
を
上
か
ら
下
に
施
行
さ
せ
る

お
初

場
合
に
使
用
さ
れ
る
が
、
「
仰
い
で
」
よ
り
「
仰
せ
て
」
或
は
「
い
レ
つ
け

て
L

と
訓
ず
る
方
が
安
笛
で
な
か
ろ
う
か
。

「
仰
せ
て
」
「
仰
い
で
L

は
主
髄

を
上

・
下
い
ず
れ
に
お
く
か
の
差
異
で
盾
の
雨
面
の
閥
係
に
は
あ
ね
が
、
九
七

篠
「
前
の
詔
に
、
己
に
所
在
の
官
司
を
し
て
官
倉
の
内
よ
り
蛸
棋
を
支
え
て
賑
鰍

さ
せ
る
と
あ
る
が
、
更
に
仰
い
で
各
路
の
宣
撫
司
は
、
朕
の
怠
に
遜
依
し
て
施

行
す
る
。
」
は
、
「
前
の
詔
で
、
己
に
所
在
の
官
司
を
し
て
、
官
倉
の
内
よ
り
綬

を
支
し
て
賑
胸
さ
せ
て
お
い
た
が
、
更
に
各
路
の
宣
撫
司
に
仰
せ
て
(
い
い

つ

け
て
)
朕
の
意
に
湿
っ
て
施
行
せ
し
め
よ
。
」
と
讃
み
下
す
方
が
自
然
で
な
い

だ
ろ
う
か
。

い
ま
ひ
と
つ
は
、
直
謬
穏

・
吏
駿
程
を
通
し
て
最
も
数
多
い
字

J
行
φ

で
あ
る
。
こ
れ
は
吏
股
縛
で
は
、

「
行
な
う
」
を
は
じ
め
と
し
て
、
文

。

“

。

〈

書
を
「
行
る
」
「
行
る
」
と
課
さ
れ
て
い
て
、
大
過
な
い
が
、
直
謬
慢
で
使
わ

れ
て
い
る
「
行
く
」
「
行
な
う
」
の
日
本
語
は
誤
解
の
慎
れ
を
多
分
に
，含
む
。

こ
れ
は
中
関
語
の
「
行
」
に
相
嘗
す
る
蒙
古
語
と
の
か
ら
み
合
わ
せ
で
謬
を
考

え
ね
ば
な
ら
ぬ
た
め
、
軽
・
4

し
く
結
論
は
出
せ
ぬ
が
、
一
五
篠
の
、
軍
的
数
目

ゆ

一一災
。
不
数
行
有
。

「
軍
の
数
自
に
行
か
せ
な
い
」
や
、
三
二
僚
の
他
毎
在
先
倣

か
れ
ら

8

8

賊
行
時
。

「他
毎
が
在
先
に
賊
と
な
っ
て
行
っ
た
時
に
」
な
ど
は
、

そ
れ

ぞ

れ
、
〔
軍
の
数
日
と
は
し
な
い
〕

〔他
毎
が
在
先
に
賊
(
事
〉
を
な
し
た
時
に
〕

な
と
と
調
押
し
た
方
が
剣
り
易
く
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
田
中
謙
二
氏
も
指
摘

さ
れ
た
「
欽
此
」
を
「
こ
れ
を
欽
ん
だ
」
と
積
む
可
否
(
元
典
章
文
書
の
構
成

・
東
洋
史
研
究
一
二
一
ア
四
)
、
こ
れ
も
田
中
氏
が
説
明
し
て
お
ら
れ
る

「根
脚」

の
謬
し
方
(
元
典
章
に
お
け
る
蒙
文
直
耕
健
の
文
章

・
東
方
泉
報
・
京
都
・

三

十
二
)
な
ど
に
も
問
題
は
あ
る
。
最
後
に
つ
け
加
え
れ
ば
、
認
文
全
俸
を
通
じ

て
、
卒
叙
文

・
係
件
文

・
命
令
文
、
過
去

・
過
去
完
了

・
未
来

・
現
在
な
ど
に

陵
昧
な
駄
が
多
い
の
は
一
考
を
要
し
よ
う
。
文
豪
の
練
謬
の
よ
う
に
あ
ま
り
こ

ま
か
な
訓
話
的
な
こ
と
を
云
々
す
る
の
は
筆
者
の
将
外
に
あ
る
が
、
一
七
係
、

諸
色
戸
計
。
各
己
占
籍
。
其
有
妄
役
各
校
児
怯
酵
万
ノ等
名
色
云
々
。
を
「
諸
色

の
戸
計
で
、
各
々
己
に
占
籍
さ
れ
、
其
の
妄
り
に
云
々
」
と
詳
し
て
は
、
全
慢

の
意
味
に
微
妙
な
影
響
を
思
え
る
こ
と
は
勿
論
、

。己
e

長
¢
の
二
つ
の
助

僻
を
な
お
ざ
り
に
す
る
こ
と
に
な
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
評
注
の
胃
頭
に
は

4

己
。
。
航
。
を
「
す
で
に
」
に
同
一
次
元
で
咽
押
す
む
ね
注
記
が
し
て
あ
る

の
LAU
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が
、
こ
れ
は
よ
り
こ
ま
か
な
配
慮
が
ほ
し
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

皿
校
勘
の
問
題
先
に
も
燭
れ
た
よ
う
に

多遇
制
傑
格
ψ

は
影
印
明
抄
本
が

唯
-
の
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
が
、
笛
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
れ
に
は
相
笛
の
誤
脱

を
含
ん
で
い
る
。
そ
の
一
部
は
同
様
な
係
文
を
持
つ

J

冗
典
章
ψ

と
の
封
校
に

よ
っ
て
修
正
が
可
能
で
あ
る
。
謬
註
第
一
怖
で
は
、
牧
め
ら
れ
た
二
四
五
僚
の

う
ち
、
同
一
文
章
か
、
或
い
は
何
ら
か
の
形
で
。
元
典
章
。
と
比
較
校
訂
で
き

る
も
の
が
百
僚
を
少
し
越
す
程
度
存
在
す
る
。
し
か
る
に
こ
こ
で
は
こ
の

多元

典
章
ク
と
の
封
校
が
比
較
的
経
く
扱
わ
れ
て
い
る
嫌
い
が
あ
る
。
勿
論
参
照
す

べ
き
J

冗
典
章
。
の
係
文
が
あ
れ
ば
、
脚
注
に
そ
の
血
?
葉
数
を
入
れ
、
ま
ま

ゴ
冗
典
章
多
に
よ
っ

て
文
字
を
改
め
た
所
も
あ
り
は
す
る
が
、
全
館
に
不
十
分

と
い
う
印
象
は
拭
い
き
れ
ず
、
恐
ら
く
こ
の
黙
は
本
課
注
の
最
も
大
き
な
依
陥

で
あ
ろ
う
。

。遇
制
篠
格
多
が
容
易
に
入
手
で
き
ぬ
現
在
、
底
本
と
し
て
の
役

目
を
果
さ
し
め
る
意
味
か
ら
も
、
文
字
の
校
勘
は
是
非
や
っ
て
い
た
だ
き
た
か

っ
た
。

4

係
格
。
と
。
典
章
e

に
字
句
の
異
同
が
あ
る
場
合
ど
ち
ら
が
正
し
い

か
は
、
内
容
を
十
分
把
復
し
た
上
で
決
め
ら
れ
る
べ
き
だ
が
、
次
僚
は
比
較
校

合
の
是
非
必
要
で
あ
っ
た
例
で
あ
る
。

一
六
二
篠
廃
絞
銭
穀

延
一
路
元
年
十
二
月
。
中
書
省
。
江
西
行
省
答
。
照
得
。
腹
裏
従
陸
至
従
業
品

流
官
子
。
膝
授
院
務
等
官
。
倶
有
陸
縛
定
例
。
江
南
卒
定
日
久
。
南
北
通

除
。
歴
仕
官
員
廃
叙
。
正
陸
品
官
子
。
巡
検
内
任
用
。
漸
次
縛
入
流
口
問
。
従

陸
品
子
。
止
於
近
上
銭
穀
官
σ

雌
任
数
十
界
。
別
無
入
流
之
例
。
不
分
允

除
。
係
腹
裏
江
南
歴
仕
人
員
。
但
除
南
方
者
。

一
柴
如
此
。
且
如
根
脚
係
江

南
。
入
仕
超
陸
之
人
。
倶
経
岡
降
。
既
将
正
陵
品
以
上
子
孫
。
依
腹
裏
摩
仕

人
負
例
。
於
流
官
内
康
叙
。
惟
有
従
陸
品
至
従
七
品
人
員
子
孫
。

、止
令
銭
穀

官
内
委
用
。
不
許
陸
縛
。
誠
魚
偏
負
。
如
准
奥
腹
一
表
従
陸
品
以
下
膝
叙
鎗
毅

官
一
種
。
於
雑
職
資
品
内
流
捕
時
。
其
於
選
例
錫
一
。
吏
部
議
得
。
江
南
歴
仕

従
陸
至
従
淀
品
官
員
。
其
致
仕
身
故
之
後
。
而
子
孫
承
魔
者
。
若
擬
不
申
事

渉
不
倫
。
亦
合
比
依
腹
裏
騒
例
。

一
種
移
奮。

各
廃
行
省
。
将
前
項
膝
膝
之

人
。
依
例
監
省
差
使
。

満
目
。
於
従
玖
品
雑
職
陸
用
。
都
省
准
擬
。

〔
謬
〕
延
祐
元
年
十
二
月
、
中
書
省
、
江
西
行
省
の
容
に
、
「
照
べ
た
と

こ
ろ
、
腹
裏
で
は
従
六
よ
り
従
七
品
に
至
る
流
官
の
子
に
は
、
院
務
等
の
官

を
騒
授
し
、
倶
に
殴
醐
刊
の
定
例
が
あ
る
。
江
南
が
卒
定
し
て
よ
り
目
久
し

く
、
南
北
を
通
除
七
て
歴
仕
す
る
官
員
の
康
叙
は
、
正
六
口
問
官
の
子
は
巡
検

内
で
任
用
し
て
漸
次
に
流
品
に
鱒
入
し
、
従
六
品
の
子
は
近
上
の
銭
穀
官
に

止
ま
っ
て
、
数
十
界
に
任
ず
る
と
雄
っ
て
も
別
に
入
流
の
例
が
な
い
。
允
除

を
分
け
ず
腹
裏
・
江
南
を
歴
仕
す
る
人
員
に
係
る
も
の
は
、
但
だ
南
方
の
者

を
除
い
て
一
柴
に
こ
の
制
で
あ
る
。
山
且
つ
如
し
根
脚
が
江
南
に
係
り
入
仕
超

隈
の
人
な
ら
ば
、
倶
に
回
降
を
経
る
。
既
に
正
六
品
以
上
の
子
孫
に
将
い
て

は
、
腹
一袋で
歴
仕
す
る
人
員
の
例
に
依
っ
て
流
官
内
で
膝
叙
し
て
い
る
。
惟

だ
従
六
口
問
よ
り
従
七
品
に
至
る
人
員
の
子
孫
で
あ
れ
ば
、
止
だ
銭
穀
官
内
で

委
用
さ
せ
、

陵輔特
を
許
さ
な
い
。
誠
に
偏
負
で
あ
る
。
如
し
腹
裏
で
従
六
口間

以
下
を
銭
穀
宮
に
騒
叙
す
る
こ
と
と

一
穫
に
雑
職
資
品
内
で
流
繭
押
す
る
こ
と

を
制
せ
ば
、
其
は
選
例
に
於
い
て
一
に
錦
す
る
。
」
と
あ
り
、
吏
部
が
議
し

た
と
こ
ろ
、

「江
南
で
歴
仕
す
る
従
六
ロ
凹
よ
り
従
七
日
間
に
至
る
官
員
で
、
其

の
致
仕
や
身
故
の
後
に
、
子
孫
が
承
癒
す
る
者
は
、
若
し
擬
っ
て
事
が
不
治

に
渉
る
こ
と
を
申
さ
な
け
れ
ば
、
亦
た
合
に
腹
裏
の
蔭
例
に
比
依
し

τ
一
趨

に
移
奮
し
、
各
魔
の
行
省
は
前
項
の
謄
腐
の
人
を
終
っ

て
、
例
に
依
っ
て
監

嘗
差
使
し
、
満
つ
る
日
に
、
従
九
品
の
雑
職
に
陸
用
す
べ
き
で
あ
る
。」

と

あ
る
。
都
省
は
擬
を
准
す
。

こ
れ
を
多
元
典
章
e

八
・
吏
部
二
の
職
官
臨
帽
子
例
と
比
較
す
る
と
、

・
4
陳
格
e

-103-
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は
原
文
を
字
分
以
下
に
削
減
し
て
い
る
こ
と
、
飢
ち
骨
同
然
省
略
が
多
く
、
従
っ

て
誤
解
の
絵
地
が
多
い
こ
と
が
判
明
す
る
。
そ
こ
で
雨
者
を
封
校
し
て
み
よ

う
。
ま
ず
。
篠
格
。
で
は
意
味
が
通
り
に
く
い
が
、
。
典
章
少
を
参
照
す
れ
ば

明
確
に
な
る
と
こ
ろ
は
、

「
南
北
通
除
」

で
句
が
き
れ
、
そ
の
下
は

「
江
南
」

の
二
字
を
補
勺
て
「
歴
仕
官
員
膝
叙
」
と
績
く
部
分
を
翠
げ
得
る
。
次
に

d
m

絡
多
の
「
不
分
允
除
」

・
「
若
擬
不
申
事
渉
不
倫
」
は
瓜
ハ
章
¢
で
は
そ
れ

ぞ
れ
「
不
分
原
除
」

・
「若
擬
不
陸
。
事
渉
不
倫
」
と
な

っ
て
居
る
が
、
何
一

れ
も

。血
ハ
章
多
に
従
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
ほ
か

「
入
仕
超
陸
之
人
」
は

「
入
仕
超
仕
之
人
」
、
「
流
官
子
」
は
、
「
流
口
叩
子
」
と
い
っ
た
異
同
も
あ

り
、
胃
頭
の
日
付
け
も
異
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
暫
く

φ

篠
絡
多
を
と
っ
て

お
き
た
い
。
以
上
を
ふ
ま
え
て
全
文
を
訓
謝
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
り
は
し
な

い
だ
ろ
う
か
。

勝
叙
の
銭
穀
(
官
の
問
題
)
。
延
柏
元
年
十
二
月
。
中
書
省
。

江
西
桁
惜
の

容
。
『
〈
行
省
の
)
照
得
「
腹
裏
の
従
六
(
口
問
)
か
ら
従
七
品
ま
で
の
流
官
の

か
き
ゅ
う
ざ
い
仕
か
ん
い
ん

子
が
、
騒
授
さ
れ
た
院
務
等
の
官
に
は
、
倶
に
陸
縛
の
定
例
が
あ
る
。
」

に
ん
か
ん

(
い
ま
)
江
南
を
卒
定
し
て
日
久
し
く
、
南
と
北
を
通
じ
て
除

(
任
〉
し
て

い
る
。

〈
し
か
る
に
‘
江
南
で
)
廃
仕
し
て
い
た
官
員
の
膝
叙
に

(つ

い
て
)

に
ん
だ
ん
と

は
、
正
六
日
間
官
の
子
は
巡
検
に
任
用
し
、
漸
次
流
品
に
特
入
す
る
が
、
従
六

，
ょ
う
き
ゅ
3

と
ど

は
が
い
き
治
ん

品
(
官
)
の
子
は
近
上
の
銭
穀
官
(
と
な
る
)
に
止
ま
り
、
数
十
界
任
に

ひ
ん
か
ん
に
い
れ
る

あ
っ
て
も
、
別
に
入
流
の
例
は
な
い
。

(
そ
の
人
の
)
原
の
除
任

が、

腹
一裂
と
(
江
南
の
閑
地
方
)
を
歴
仕
し
て
き
た
人
員
で
あ
っ
て
も
(
そ
れ
を〉

分
別
せ
ず
、
但
だ
一
度
南
方
に
除
(
任
)
さ
れ
た
者
は
、
一
概
に
此
の
如
う

4
0

し
は
ん
ぜ
き

に
し
て
い
る
。
且
如
根
脚
が
江
南
な
ら
、
入
仕
し
て
超
隠
し
た
人
で
も
、
倶

に
回
降
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
既
に
正
六日
間
(官〉

以
上
の
子
孫
を
、
腹

裂
で
歴
仕
し
た
人
員
の
例
に
よ
り
、
流
官
に
麿
叙
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
惟

だ
従
六
口
問
よ
り
従
七
品
ま
で
の
人
員
の
子
孫
を
、
銭
穀
官
に
委
用
せ
し
め
る

だ
け
で
、
陸
柏
崎
を
許
さ
な
け
れ
ば
、
誠
に
偏
負
で
あ
る
。
如
し
腹
一畏
の
従
六

"
は
じ

品
(
官
)
以
下
の
(
子
で
)
の
麟
叙
さ
れ
た
銭
穀
官
と
一
種
に
、
雑
職
の
資

品
に
流
柿
附
す
る
こ
と
を
准
さ
れ
れ
ば
、
選
例
は
一
に
錦
す
る
で
あ
ろ
う
。
』

(こ
れ
を
う
け
た
)
吏
部
の
議
'
得
『
江
南
で
態
仕
し
た
従
六
品
か
ら
従
七
品

た
い
し
よ
〈

し

ん

だ

ま
で
の
官
員
で
、
致
仕

・
身
故
の
後
、
子
孫
で
(
恩
)
療
を
承
け
る
者
は
、

す
じ
が

K
M
ら
は
い

若
し
陸
(
特
)
さ
せ
な
い
よ
う
に
す
れ
ば
、
事
は
不
倫
に
渉
る
。

(
江
南
従

六日間
以
下
の
隠
叙
も
〉
亦
た
腹
哀
の
臆
例
に
比
し
て
、
一
一
憶
に
各
庭
の
行
省

お
《

に
杏
(
文
)
を
移
り
、
前
項
の
謄
騒
の
人
を
、
例
に
依
っ
て
監
嘗
差
使
さ

せ
、
(
そ
の
任
期
)
満
了
の
日
に
、

従
九
品
雑
職
に
降
用
す
べ
き
で
あ
る
。』

都
省
は
〈
吏
部
の
)
擬
を
准
し
た
。

こ
の
ほ
か
、
四
一
係
。
女
氏
使
人
張
陳
其
婿
之
室
岡開明
。
婿
家
設
位
子
室
中
。

至
女
家
俊
子
次

0

・:・・

復
入
院
版
。
燭
出
主
人
謹
賓
。
〔
女
氏
使
人
張

陳
婿
其
之
室
。
質
明
。
婿
家
設
位
子
室
中
。

・・
至
女
家
。
俊
子
次
。

復

入
。
脱
服
。
濁
出
。
主
人
稽
賓
。
]
を
は
じ
め
と
し
て
、
三
八
僚
、
巡
馬
〔
巡
'

軍〕

、
一
四
一
係
、
年
歯
衰
欣

〔年
歯
衰
壮
〕
、
一
四
七
係
、
所
思
篤
療
疾
病

〔所
怠
篤
療
疾
病
〕
(
従

っ
て
謬
は
、
「
患
う
所
の
篤

・
療
の
疾
病
L

と
せ
ね

ば
な
ら
ぬ
)
、
一
六
四
係
、
仮
官
来
的
有
。
有
如
今
。〔
下
女
の
有
は
街
字
〕
、

二
O
六
篠
、
買
作
官
田
〔
冒
作
官
田
〕
、
二
三

O
係
、
二
名
司
更
。
二
名
前
同
捧

詔
赦
。

〔上
名
司
吏
二
名
。
費
捧
詔
赦
。
〕
な
ど
は
看
過
し
て
よ
い
異
同
で
は

な
い
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
ざ
っ
と
調
べ
て
、
一

O
係
〈
典
章
五
七
ノ
三
七
裏

)
一
一
一
一
機
会
二
四
ノ
五
表
)
三
八
篠
(
五
一
ノ
二
表
)
四
三
係
(
一
八
ノ
一

表
)
一

O
五
係
(
三
四
ノ
四
三
一一袋
)
一

四

一
篠
(
一
一
ノ
一
八
裏
)

一
四
六
僚

会

7
八
表
)
一
四
九
係
〈
八
ノ
一
九
表
)
一
六
二
篠
(
八
ノ
一
八
表
)
一
六

四
篠
(
八
ノ

一
O
表
)

一
六
七
篠
(
一
一
ノ
一

O
表〉

一
六
八
傑
(
一一

ノ
二
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六
表
)
と
、
嘗
然
あ
げ
ら
れ
て
良
い
元
典
章
が
お
と
さ
れ
て
い
る
。

W

脚
註
の
問
題
各
保
文
に
は
必
要
に
際
じ
て
、
卒
均
二
・

三
項
目
か
ら
多

い
も
の
で
五

・
六
十
項
目
に
及
ぶ
註
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
謬
註
本

l
l日
本
・
中
園
を
問
わ
ず
|
ー
で
何
時
も
感
じ
る
こ
と
に
、
た
い
し
て
重
要

'と
も
思
え
ぬ
事
項
に
長
々
と
脚
註
が
施
さ
れ
、
逆
に
知
り
た
い
と
思
わ
れ
る
語

裂
が
と
も
す
れ
ば
放
郷
さ
れ
て
い
る
不
満
足
さ
が
あ
る
。
こ
の
脚
註
で
も
そ
う

し
た
弊
害
が
失
張
り
顔
を
の
ぞ
か
せ
て
居
る
。
通
制
服
四
格
は
や
や
特
殊
な
も
の

で
、
句
讃
に
全
力
を
そ
そ
が
れ
た
た
め
と
も
推
測
は
す
る
が
、
矢
張
り
、

今
少

し
、
脚
註
の
採
録
基
準
に
融
通
性
を
あ
た
え
、
機
械
的
な
や
り
方
を
排
除
さ
れ

る
こ
と
を
望
み
た
い
。
さ
て
本
書
の
脚
註
の
内
容
は
官
名

・
人
名

・
地
名
を
中

心
に
、
適
宜
、
保
文
中
の
語
業
や
参
考
論
文
、

J

冗
史
0

・
J

冗
典
章
。
そ
の

他
の
比
較
史
料
の
提
示
に
及
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
全
般
的
に
個
有
名
詞
偏
重
の

嫌
い
が
あ
り
、
吏
文

・
直
謬
幽
匝
濁
特
の
字
句
の
註
稗
は
む
し
ろ
少
い
。
気
の
つ

い
た
こ
と
を
拾
う
と
、

地
名

に
闘
す
る
註
が
か
な
り
便
宜
的
で
あ
る
よ
う
に

R

受
取
れ
る
。
中
に
は
地
名
僻
典
の
ピ

ッ
ク
ア
ッ
プ
と
い
う
形
式
的
な
も
の
も
あ

り
、
四

O
頁
の
松
州
、

一
四
四
頁
の
慎
州
、
一
八
三
頁
の
土
口
州
の
比
定
な
ど
は

再
考
を
煩
わ
し
た
い
。
ま
た
地
名
に
関
連
し
て
い
え
ば
、
八
六
頁
、
南
京
路
釣

231 

州
〔
鈎
州
〕
、
一
二
四
頁
の
大
都
路
永
寧
路
〔
永
卒
路
〕

の
よ
う
な
見
落
し
も

あ
る
。
ま
た
、

こ
れ
は
技
術
上
の
問
題
で
あ
る
が
、
脚
註
の
位
置
が
適
切
で
な

い
も
の
も
少
し
み
ら
れ
る
。
中
統
五
年
の
説
明
は
、
二
三
僚
に
あ
る
べ
き
な
の

に
一
四
三
僚
に
あ
る
の
は
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
な
お
、
特
に
人
名
を
未
詳
と
し

て
い
る
項
目
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
よ
く
採
録
し
て
い
る

多
元
史
語
梁
集
成
'〆

に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
も
の
も
あ
ろ
う
。

以
上
な
る
べ
く
具
健
例
を
集
め
て
、
問
題
鮎

・
疑
問
鮎
を
あ
げ
、
私
見
を
加

え
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
本
書
の
美
黙
に
は
殆
ん
ど
ふ
れ
ず
、
徒
ら
に

こ
ま

か
な
批
判
が
多
か
っ

た
か
と
お
そ
れ
は
す
る
が
、
ユ
ニ
ー
ク
な
業
績
で
あ
り
、

今
後
三
冊
を
加
え
る
匡
編
で
も
あ
る
か
ら
、
よ
り
稔
り
多
い
成
果
を
あ
げ
る
た

め
の
妄
言
と
し
て
、
執
筆
の
方
々
の
御
寛
恕
を
乞
う
次
第
で
あ
る
。
終
り
に
、

蛇
足
で
あ
る
が
、
本
書
は

一
冊
五
千
闘
に
近
く
、
四
冊
揃
え
れ
ば
相
常
高
債
に

な
り
、
特
に
本
書
が
必
要
な
初
事
事
生
に
は
購
入
に
大
き
な
障
碍
と
な
る
。
こ

う
し
た
純
翠
術
的
な
出
版
事
業
の
困
難
さ
は
今
に
は
じ
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
い

が
、
や
は
り
個
々
の
研
究
者
も
十
分
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
問
題
を
含
ん
で
い
る
こ

と
を
付
言
し
て
お
き
た
い
。

(
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